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第２次　日野町エネルギー価格高騰事業者支援について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、急激な経済環境変化への緩和策として、エネルギー価格高騰事業者支援金制度を講じ、第１次申請におきましては、終了したところです。
今回、日野町内事業所に支援が十分に行き渡るようにと、第２次募集を行うこととなりました。下記の方が受給者になりますので、申請書・添付書類をもれなくご準備頂き、期限内の提出を頂きますようご案内申し上げます。
なお、令和７年度において、第１次の支援金の給付を受けた方は、対象となりません。行き違いの案内はご容赦ください。

記
１.事業名：第２次　日野町エネルギー価格高騰事業者支援金
２.受給対象者：
以下の①から③の要件を全て満たす事業者
1 【　法　人　】令和7年4月1日以前から町内に本社または事業所等を有すること。
[bookmark: _Hlk193959673]【個人事業主】令和7年4月1日以前から町に住民登録または事業所を有し、事業所得が総所得の額の半分以上であること。（詳細、要綱でご確認下さい）
法人とは、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業（他詳細、要綱でご確認下さい）
2 令和6年中において、事業の用でエネルギー(電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油のいずれか)を使用した実績があること。
3 申請日以降も事業を継続する意思があること。
4 第１次の支援金の給付を受けた方は、対象となりません
３.支援金額：【法人】5万円、【個人事業主】3万円　(注)申請は1事業者あたり1回限りです。
４.提出書類：別紙チェックリストのとおり
５.受付期間：令和７年１２月１５日(月)から令和８年１月３１日(土)【受付終了】
受付期間終了後、受付期間中に申請頂いた方で不備等があった方の再申請の受付は行いますが、令和8年1月31日以降の新規の申請は受付いたしませんので、あらかじめご承知おきください。※予算がなくなり次第終了します。先着順にて対応します。
６.申請方法：必要書類を郵送若しくは専用ポストへの投函にて提出してください。同封の返信用封筒をご利用ください。
(注)窓口での書類の記入等はご遠慮ください。
７.申請書類に不備があった場合について
　　郵送にて、不備の内容をご送付させて頂きますので、ご確認ください。要件が満たない場合、対象となりませんので不採択通知の発送をさせて頂きます。ご容赦ください。
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